
  
 
 

 
 
 

並木小学校については、令和９年４月を目途に弥栄小学校に学校再編することが

決定しています。（学校再編の詳細は市ホームページでご確認いただけます。） 

現在、光が丘周辺地域小・中学校の学習環境のあり方検討協議会（以下、検討協議会）

では、学校再編により通学区域が変更になることで、弥栄小学校までの「通学距離」に

課題が生じる区域への『指定変更許可区域』の検討を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

区域 指定校 変更校 

光が丘１丁目 
弥栄小学校 光が丘小学校 

光が丘２丁目 1番～17 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１月発行 

voｌ.17 

裏面へ続きます 

検討協議会では、『光が丘１丁目』と『光が丘２丁目 1 番～17 番』を、 

指定変更許可区域の設定を検討する対象として、話し合いを進めています。 

『指定変更許可区域』についての話し合いをスタート 

「指定された学校（指定校）」とは「別の学校（変更校）」へ 

変更することができる区域 
指定変更許可区域とは 

相模原市では住民登録地に基づき通学する小・中学校等を指定しています。 

ただし、児童生徒に個々の事情がある場合には、指定された学校以外の学校へ変更できる 

「指定変更許可制度」があります。指定変更許可区域も、その中の一つです。 
【指定変更許可基準】 

現在の検討状況 

Ｑ 設定されると、どうなるの？ 

Ａ 設定された地域にお住いの方は、保護者の 

申し立てにより、弥栄小学校（指定校）から 

光が丘小学校（変更校）に変更ができるよう 

になります。 

Ｑ いつ決まるの？ 

Ａ 令和７年度中に教育委員会に検討結果を 

提出できるように検討を進めていきます。 

その後、令和８年夏頃までには、教育委

員会で最終決定される見込みです。 

Ｑ 設定は決定したの？ 

Ａ  

今は２つの地区を対象に、検討を進める

ことを決定した段階です。 

今後、保護者の皆様の意見も伺いながら

決定していきます。 

 

Ｑ 中学校は変更できないの？ 

Ａ 友達関係や小中一貫教育の観点から、 

緑が丘中学校への指定変更許可区域も、 

合わせて検討していきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの検討経過や検討協議会ニュースのバックナンバーは 

次の方法でご確認いただけます。 

１ 市ホームページ  

※右記の二次元コードからも該当ページへアクセスできます。 

２ ①市の行政資料コーナー、②光が丘公民館、陽光台公民館、 

③関係小・中学校 

事務局（お問合せ先）相模原市教育委員会 教育局 学務課 電話(直通)０４２－７６９－８２８２ 

 

第 22 回 検討協議会 

【日時】令和 7 年 1 月 28 日（火）19 時から 

【場所】光が丘公民館 大会議室 

【内容】指定変更許可区域に関する保護者アンケー

トの内容を話し合います。 

※どなたでも傍聴可能です。 

※カラー版は市ホームページや 下のＱＲコードからもご覧いただけます。 

歩く速さは学年や個人によって差がありますが、ここでは 1 ㎞＝15 分（国の基準）として算

出しています。 

原則、現在の通学路となっている道を使用し、一部、通学路になっていない道を使用する

場合は、歩道がある道 及び 横断は信号機を使うようにルートを設定し、算出しています。 

なお、あくまでも算出用のルートのため、現時点では通学路は決定していません。 

通学距離 

通学時間 

今後、指定変更許可区域に関するアンケートを実施する予定です。 

実施の際には学校を通じて、お手紙やメールで改めてお知らせいたします。 

並木小学校の保護者の皆様へ 


